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１．開催日時 令和７年９月２４日（水）１５時から１６時 

２．開催場所 杉並区産業振興センター会議室 

３．出席委員（１２人） 

   会長        １３番  秦  孝良 

   会長職務代理      ５番  飯田 幸弘      

   委員         １番  細淵 玉美     ８番  篠  清孝 

２番  蓮見 紳次     ９番  井口 源成 

３番  原  修吉    １０番  井口  明 

４番  野田 一郎    １１番  田原 良規 

              ６番  原田 映史    １２番  鈴木 宗孝 

 

４．農業委員会事務局職員 

   事務局長  石野 哲夫 

      事務局次長 瀬端 一哉 

   事務局書記 齊藤 慧 

         山口 育生 

         櫻井 優奈 

         河地 晃祐 

 

５．議事日程 

【協議事項】 

１ 農地利用状況調査の結果について 

２ サイバーセキュリティを確保するための方針について 

 

【報告事項】 

１ 農地法第４条・第５条届出書受理の専決処理について 

２ 農地の権利移動について 

３ その他 
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６．議事 

○事務局長 それでは、令和７年度第６回農業委員会総会を開始いたします。 

      本日は協議事項が２件、報告事項がその他含めて３件ございます。議事進行に協

力をよろしくお願いいたします。 

      本日の署名委員は、井口明議員と田原委員になります。 

よろしくお願いいたします。 

      では、協議事項に入ります。 

議事進行を議長にお渡しいたしますので、よろしくお願いいたします。 

○議長   それでは、協議事項に入ります。 

      １番、農地利用状況調査の結果について、事務局より説明をお願いいたします。 

○事務局  （事務局より今年の農地パトロールを実施した結果、指導を行った方がよいと

考えられる農地について説明し、どのような指導を行うべきか１件毎に協議） 

○議長   ありがとうございました。 

それでは、協議いただいたとおりご対応いただければと思います。 

続きまして、２番、サイバーセキュリティを確保するための方針について、事

務局から説明をお願いいたします。 

○事務局  それでは、資料２をご覧ください。 

      今般、地方自治法の一部が改正されまして、令和８年４月１日から、区ほか行政

委員会はサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、これに基づき必

要な措置を講じなければならないということになりました。 

      資料２は、国のガイドラインを一部抜粋したものになります。こちらを参考に、

農業委員会としても方針を策定しなければなりませんが、国の指針では、区及

び各行政委員会が必要となる情報セキュリティ対策がおおむね同様のものであ

り、別々の方針を定めることが非効率となるような場合は、共同策定などの運

用上の工夫を行うことも可能とされております。そのため、農業委員会も区が

策定する方針とおおむね同様の内容とする予定です。つきましては、杉並区や

他の行政委員会と方針を共同策定するということを本日ご承認いただきたく、

こちら議題に上げさせていただきます。 

      なお、具体的な方針につきましては現在区のほうで作成中です。後日案ができ 

次第、農業委員会にご提示いたします。私からは以上です。 
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○議長   皆さんいかがでしょうか。 

（協議） 

○議長   ありがとうございます。 

      それでは、杉並区と方針を共同策定するということでお願いいたします。 

      続きまして、報告事項に入ります。 

      １番、農地法第４条・第５条届出書受理の専決処理について、事務局からお願い

いたします。 

○事務局  （「農地法第４条第１項第８号及び第５条第１項第７号の規定による農地の転

用届の受理通知書発行」４件について、届出年月日、譲受人、譲渡人を報告、

土地の所在地、また、担当委員より現地の様子について説明） 

○議長   ありがとうございます。それでは、報告のとおりご了承願います。 

      続きまして、２番、農地の権利移動につきまして、事務局より説明をお願いいた

します。 

○事務局  （農地の権利移動１件について報告） 

○議長   ありがとうございます。 

続きまして、３番、その他の報告事項について、事務局から説明をお願いいた

します。 

○事務局  それでは、その他の報告事項を３点説明いたします。 

      １点目、農業委員会会長職務代理研究集会についてご報告になります。羽村市に

伺い、羽村市農業委員からのお話と、農地の見学を行って参りました。主な内

容を簡単に説明いたします。 

      今回お話を伺った農家さんは皆さんボランティアをよく利用されていて、基本的

にボランティアが３、４人は活動しているというようなお話もございました。 

      また、羽村市のほうでも当区と共通するような悩みを抱えており、後継者不足や、

農地の広さに対しての担い手不足についてお話がありました。 

      続きまして、２点目、会長研究集会につきましてご報告です。今年は神戸での開

催であり、今回は飯田職務代理にご参加いただきます。また、事務局からは事

務局長が参加予定となっております。 

続きまして、３点目、農作物生産状況調査配布のお願いになります。前回の総

会での説明では、東京都農業会議の調査と、区の農業経営実態調査のアンケー
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トを本日お渡しすることとしておりましたが、現在アンケート内容の精査を進

めております。配布資料につきましては、後日改めてお渡しさせていただきま

すので、よろしくお願いいたします。 

こちらからは以上です。 

○議長   ありがとうございます。 

それでは、次回の日程は、10月23日、木曜日、15時30分から予定しております。 

      以上をもちまして、第６回総会を閉会いたします。ありがとうございました。 


